
 

 

上越市選挙管理委員会告示 第 89号 

 

 

令和 7 年 10 月 26 日執行の上越市議会議員補欠選挙における投票用紙

（点字用投票用紙を除く。）、仮投票用封筒及び不在者投票用外封筒を次の

様式により調製し、クリーム色の用紙又は封筒に赤色のインクで印刷する

ものとし、かつ、これに押すべき上越市選挙管理委員会の印は、赤色のイ

ンクで刷り込むものと定めた。 

 

令和 7年 10月 19日 

 

上越市選挙管理委員会 

                                 委員長    澤 海  雄 一 

 

 

 

１ 投票用紙などの様式 

 

別紙のとおり 

 

 

 


